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はじめにかえて

「明日のための寓話」

アメリカの奥深くわけ入ったところに、ある町があった。生命そのものはみな、自然と

一つだった。町のまわりには、豊かな田畑が基盤の目のようにひろがり、穀物畑の続くそ

の先は丘がもりあがり、斜面には果樹がしげっていた。春がくると、緑の野原かなたに、

白い花のかすみがたなびき、秋になれば、カシやカエデやカバが燃えるような紅葉のあや

を織りなし、松の緑に映えて目に痛い。丘の森からキツネの吠える声がきこえ、シカが野

原のもやのなかを見えつかくれつ音もなく駆けぬけた。

道を歩けば、アメリカシャクナゲ、ガマズミ、ハンノキ、オオダがどこまでも続き、野

原が咲きみだれ、四季折々、道行く人の目を楽しませる。冬の景色も、すばらしかった。

野生のベリー（奬果：しょうか）や、枯れ草が、雪のなかから頭を出している。ベリーを

求めて、たくさんの鳥が、やってきた。いろんな鳥が、数えきれないほどくるので有名だ

った。春と秋、渡り鳥が洪水のように、あとからあとからと押し寄せては飛び去るころに

なると、遠路もいとわず鳥を見に大勢の人がやってくる。釣りにくる人もいた。山から流

れる川は冷たく澄んで、ところどころに淵をつくり、マスが卵を生んだ。むかしむかし、

はじめて人間がここに分け入って家を建て、井戸を掘り、家畜小屋を建てた、そのときか

ら、自然はこうした姿を見せてきたのだ。

ところがあるときどういう呪いをうけたのか、暗い影があたりにしのびよった。いまま

。 、で見たこともきいたこともないことが起こりだした 若鶏はわけのわからぬ病気にかかり

牛も羊も病気になって死んだ。どこへ行っても、死の影。農夫たちは、どこのだれが病気

になったというはなしでもちきり。町の医者は、見たこともない病気があとからあとから

出てくるのに、とまどうばかりだった。そのうち、突然死ぬ人も出てきた。何が原因か、

わからない。大人だけではない。子供も死んだ。元気よく遊んでいると思った子供が急に

気分が悪くなり、二三時間後にもう冷たくなっていた。

自然は沈黙した。うす気味悪い。鳥たちは、どこへ行ってしまったのか。みんな不思議

に思い、不吉な予感におびえた。裏庭の餌箱は、からっぽだった。ああ鳥がいた、と思っ

ても、死にかけていた。ぶるぶるからだをふるわせ、飛ぶこともできなかった。春がきた

が、沈黙の春だった。いつもだったら、コマツグミ、ネコマネドリ、ハト、カケス、ミソ

サザイの鳴き声で春の夜は明ける。そのほかいろんな鳥の鳴き声がひびきわたる。だが、

今は物音一つしない。野原、森、沼地――みな黙りこくっている。

農家では鶏が卵を生んだが、雛は孵らず、豚を飼っても、何にもならなかった。小さい

子ばかり生まれ、それも二、三日で死んでしまう。リンゴの木は、溢れるばかり花をつけ

たが、耳をすましてもミツバチの羽音もせず、静まりかえっている。花粉は運ばれず、リ

ンゴはならないだろう。

かつて目をたのしませた道ばたの草木は、茶色に枯れはて、まるで火をつけて焼きはら

ったようだ。ここを訪れる生き物の姿もなく、沈黙が支配するだけ。小川からも、生命と

いう生命の火は消えた。いまは、釣りにくる人もいない。魚はみんな死んだのだ。

ひさしの樋の中や屋根板の隙間から、白い細かい粉が覗いていた。何週間前のことだっ

たか、この白い粉が雪のように、屋根や庭や野原や小川に降りそそいだ。

病める世界――新しい生命の誕生を告げる声も、もはや聞かれない。魔法にかけられた

のでも、敵に襲われたのでもない。すべては人間が自ら招いた禍いであったのだ。

レイチェル・カーソン( )「沈黙の春」第１章より1907-1964
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第１章 環境問題の概要

１ 環境問題とは

（１）環境問題とは

＜環境問題とは＞

人類の活動に由来する周囲の環境の変化により発生した問題の総称

公害、景観破壊、日照妨害、不法投棄など 生活環境

地球温暖化、オゾン層破壊、砂漠化など

宇宙ゴミ(デブリ)とその落下など 地球環境

宇宙空間

（２）日本における環境問題概念の発展

公 害 …産業活動による地域住民の健康被害や生活環境破壊など

自然環境の汚染…自然の許容限界を超えた負荷

環境汚染 …個々人の活動の影響が、個々人その他に降りかかる。

地球環境問題…発生源や被害地が地域限定できない。地球破壊

環境問題 ＝環境破壊全般

２ 企業活動が環境に与える影響

生 産 流 通 消 費

採 取 廃 棄 （排 出）
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３ 企業の社会的責任と環境問題

（１）企業の目的とは

●複数目的論

経済目的 企業 社会目的

企業の社会的責任への貢献

・職務責任：本来業務

→社会性、公益性

●単一目的論：こちらのみ ・応答責任：本来業務から派生

→公共性

（２）企業の社会的責任と企業価値

金銭的価値 ←純資産額、収益力
企業の価値 相互に関連し合う

社会的価値 ←社会性、公益性、公共性

（３）企業の社会的責任を意識したマーケティング（ソサエタルマーケティング）

コンシューマリズム ・繁栄の代償としての生活不安 公害､危険商品､有害物質)（

（消費者主権主義） ・正確な情報への渇望…広告等への不信

消費者の４つの権利 ①安全である権利

②知らされる権利

企業と消費者が一体となって、 製造物責任 ③選択する権利

豊かな消費社会を構築してゆく。 環境問題への対応 ④意見が反映される

商品安全 権利
∥

企業の社会的責任の１つ

∥ →社会的価値を考慮した顧客満足活動

社会における存在意義・生存許可 ∥

ソサエタル・マーケティング

例）グリーン・マーケティング

エコロジカル・マーケティング

（４）ＣＳＲとコンプライアンス（家と土台の関係）

(持続的発展)

ＣＳＲ 企業の社会的責任 企業の存続基盤である社会の維持発展に寄与する（ ）

コンプライアンス(法令等遵守) 法律や規則などの社会的なﾙｰﾙに従って活動する

コンプライアンスは、ＣＳＲの一部であり、かつ前提であるといえる。

環境対策は、コンプライアンスの面も持つが、より積極的な顧客満足を社会に提供

する積極的なＣＳＲ活動であるともいえる。
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第２章 公害と環境被害

１ 公害とは

＜公害とは＞

相当範囲にわたる事業活動その他の人の活動に伴って生ずる

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下

及び悪臭によって、 が生ずること人の健康又は生活環境に係る被害

(環境基本法２条３項)

大気汚染 悪 臭

水質汚濁 土壌汚染 地盤沈下

騒 音 振 動

２ 日本の公害問題

田中正造

先駆事例 ①足尾鉱毒事件 1878頃顕在化､1891国会質問､1901直訴

②浅野セメントの降灰 1883頃

③別子銅山の亜硫酸ガス 1893頃

④日立鉱山の煙害 1910頃

⑤イタイイタイ病 1920頃顕在化、1955命名、1968訴訟

四大公害訴訟 ⑥水俣病（熊本） 1953頃顕在化、1969訴訟
(四大公害病)

⑦四日市ぜんそく 1961頃顕在化、1967訴訟

⑧新潟水俣病 1964頃顕在化、1967訴訟

⑨宇部、戸畑ばい煙被害 1952頃

その他有名事例 ⑩本州製紙汚水事件 1958頃

⑪大阪国際空港騒音 1960頃

⑫田子の浦ヘドロ問題 1970頃

⑧

⑤ ①④

⑩②

⑪⑦ ⑫

⑨

③

⑥
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３ 公害問題とその対応

（１）大気汚染

●大気汚染の構造

人工発生源
自然発生源
・火山
・山火事等 工場・事業場など 自動車 汽車・汽船・航空機 その他

噴煙､煙ﾅﾄﾞ ばい煙・粉じん 排気ガス

有害物質(硫黄酸化物､窒素酸化物､一酸化炭素､鉛化合物､微粒子､有機溶剤など)

健康被害 環境汚染・環境破壊

●大気汚染と規制の歴史

足尾鉱毒事件(1878～) 高度成長に伴う大気汚染深刻化 1955～

浅野セメントの降灰(1883～) ・四日市コンビナート

大阪電灯会社の煤煙(1888) ・京葉コンビナート

別子銅山の亜硫酸ガス(1893) ・水島コンビナート

味の素逗子工場の塩化水素(1903) ・名古屋南部、川崎、尼崎、北九州

大阪アルカリ事件(1906)

日立鉱山の煙害(1910) 光化学スモッグの多発（全国）1970頃

大阪市営九条発電所の煤煙(1912) 所沢ダイオキシン問題 1995

ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ平塚火薬工場神社松枯(1915) 豊能町ダイオキシン問題 1997

1891：煤煙発生公示建設禁止令（大阪市条例）

1911：工場法

1932：煤煙防止規則（大阪府条例）

1962：ばい煙規制法

1967：公害対策基本法

1968：大気汚染防止法

1973：公害健康被害補償法

1973：自動車排ガス規制（環境庁告示）

1974：硫黄酸化物（SOx）の総量規制導入（大気汚染防止法改正）

1981：窒素酸化物（NOx）の総量規制導入（大気汚染防止法改正）

1992：自動車NOx法

1993：環境基本法

1999：ダイオキシン類対策特別措置法

：自動車NOx・PM法（自動車NOx法改正）2001
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●規制の体系

硫黄酸化物（ ）…排出口の高さと地域ごとSOx
燃料使用基準、総量規制

ばいじん…施設・規模ごとの排出基準

ｶﾄﾞﾐｳﾑ､その化合物

有害物質 塩素､塩化水素 施設ごとに

ﾌｯ素､ﾌｯ化水素 排出基準

鉛、鉛化合物

ばい煙 窒素酸化物…施設･規模ごと、総量規制

工場・事業場 ダイオキシン類…施設ごとの排出基準

に関する規制

粉じん 一般粉じん…施設の構造、使用、管理の基準

特定粉じん（石綿）…事業場の敷地境界基準

建物解体時等の基準

特定物質 アンモニア､一酸化炭素､メタノールなど28物質

…事故時における措置を規定

揮発性有機化合物 トルエン､キシレン､酢酸エチルなど

…施設ごとに排出基準

有害大気汚染物質 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ､ﾄﾘｸﾄﾄｴﾁﾚﾝ､ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

（全234物質） …施設・規模ごとに排出基準

単体規制…道路運送車両法の保安基準

車種規制

排出ガス規制 運行規制 自動車NOx・PM法

自動車 総量規制

に関する規制

スパイクタイヤ粉じん規制…スパイクタイヤ粉じん防止法

施設(工場)ごとの総量規制（排出基準）

＜環境基準＞

通常の 通常の 人の健康を保護し、

排出規制 排出規制 生活環境を保全する上で

(排出基準)(排出基準) 維持されることが

望ましい基準

環境基準
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（２）水質汚濁

●排水の流れ
排水処理施設

工場・事業場 工場・事業場排水 除害施設
公共用水域

公共下水道

雑排水 生活排水 閉鎖性
一般家庭 浄 化 槽 水域

し尿 ・湖沼
・瀬戸内

し尿処理施設

地下水

●下水道への排水基準と河川等への放流基準の相異

下水道法の排水基準 水質汚濁防止法の排水基準

温度 45℃
生 ｐH 5～9 5.8～8.6

BOD 600 mg/l 160 mg/l
活 COD 160 mg/l

浮遊物質 600 mg/l 200 mg/l
環 ﾖｳ素消費量 220 mg/l

油分 30 mg/l 30 mg/l
境 （鉱油類5 mg/l）

窒素 120 mg/l
項 りん 16 mg/l

大腸菌 3000個/cm3
目

銅、亜鉛、クロム
等 鉄、マンガン 規制値は同じ

フッ素、フェノール

、 、 、有 ｶﾄﾞﾐｳﾑ ｼｱﾝ 有機ﾘﾝ
鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、

害 水銀、アルキル水銀、 規制値は同じ
、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、PCB

物 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ （環境基準の 倍レベル）、 10
四塩化炭素､チウラム､

、 、質 シマジン ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
ベンゼン、セレンなど

排水基準

環境基準
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（３）土壌汚染

●土壌汚染の原因と被害

降下ばい塵 排水 廃棄物 農薬・肥料

地下水 水質汚染

悪 臭 飲料水汚染 食物汚染 地中生物被害

●土壌汚染防止の規制体系

＜未然防止対策＞

ダイオキシン法 化学物質の審査及び製造等規制法 肥料取締法

大気汚染防止法 水質汚濁防止法 廃棄物処理法 農薬取締法

土壌汚染

ダイオキシン法 水質汚濁防止法 廃棄物処理法 農用地土壌汚染
防止法

＜回復・浄化対策＞ 土壌汚染対策法

●土壌汚染対策法のしくみ

有害物質使用特定施設 土壌汚染により健康被害が生じる
を廃止するとき 恐れがあると都道府県が認めるとき

土壌汚染状況調査 非指定区域

指定区域の指定及び公示

汚染の除去等の措置 土地の形質の変更の制限

指定区域の指定の解除及び公示

（４）悪臭

●悪臭防止法による規制

・敷地境界線上の規制基準 特定悪臭物質の濃度
・気体排出口の規制基準 どちらかの方法
・排出水の規制基準 臭気指数(嗅覚測定)
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（５）騒音

●騒音規制法による規制

特定工場等 特定建設作業 自動車騒音に
に関する規制 に関する規制 係る許容限度

昼 間 朝・夕 夜 間
（８～１８時） １８～２０時 （２０～６時）（ ）

（６～８時）

第１・２種低層住居専用地域 ５０ ４５ ４０

第１・２種中高層住居専用、
第１・２種住居、準住居地域 ５５ ５０ ４５

、市街化調整区域など

近隣商業、商業、準工業地域
学校・病院等の周辺の ６５ ６０ ５５
工業地域・工業専用地域など

工業地域・工業専用地域など ７０ ６５ ６０

（単位：ｄＢ）

（６）振動

●振動規制法による規制

特定工場等 特定建設作業 道路交通振動
に関する規制 に関する規制 に係る要請

昼 間 夜 間
（６～２１時） （２１～６時）

第１・２種低層住居専用地域
第１・２種中高層住居専用、 ６０ ５５
第１・２種住居、準住居地域

、市街化調整区域など

近隣商業、商業、準工業地域
学校・住居系地域周辺の ６５ ６０
工業地域・工業専用地域など

工業地域・工業専用地域など ７０ ６５
（単位：ｄＢ）

（７）地盤沈下

工業用水法 建築物用地下水摂取規制法
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第３章 地球規模の環境問題

１ 地域の公害問題から地球環境問題へ

（１）地球環境問題とは

＜地球環境問題とは＞

人の活動による地球全体又はその広範な部分に及ぶ環境問題

（２）公害問題と地球環境問題

公害問題 地球環境問題

地域が限定（局地的） 地球規模

加害者・被害者が明確 加害者・被害者があいまい

法規制が有効 構造的かつ多様な対応

（３）問題群としての地球環境問題

資料：環境省

資源消費 資源枯渇

農地劣化 土壌劣化

・砂漠化

食糧大量生産

地下水枯渇

食糧危機 生態系破壊

人口増加

森林伐採 森林減少

災害増加

経 人類存続

済 化石燃料の使用 地球温暖化 危機

活 海面上昇

動

の 健康障害

拡 人・物流の拡大 都市交通問題 大気汚染

大

環境汚染物質 酸 性 雨

経済成長 ・廃棄物排出 海洋汚染

豊かさの 化学物質の

変化 化学物質使用 暴露・蓄積

越境汚染

フロン排出 オゾン層破壊 紫外線量増加
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２ 各種の地球環境問題

（１）酸性雨

ばい煙、排気ガス

（ 、 、 など）SOx NOx HCl
酸性雨

（ 、 、 ）硫酸 硝酸 塩酸

pH5.6以下

例）
中国 ％、日本 ％ 日 本49 21
火山 ％、朝鮮半島 ％ の場合13 12 SOx

●国際的な取り組み

＜ヨーロッパ＞

1979：長距離越境大気汚染条約…国連欧州経済委員会による国際条約

1984：EMEP議定書…欧州監視評価計画議定書、ﾃﾞｰﾀ収集･研究などへの資金供与

1985：ヘルシンキ議定書…硫黄酸化物の30％削減（1993までに1980年の）

1988：ソフィア議定書…窒素酸化物の排出量凍結(1994年までに1987年水準に)

1994：オスロ議定書…ヘルシンキ議定書の置き換え

＜アジア＞

2001：東アジア酸性雨モニタリングネットワーク

（２）オゾン層破壊

宇宙からの紫外線

オゾンホール

オゾン層で紫外線吸収(遮蔽効果)

オゾン層

オゾン層破壊

10 50km～

( 強で最大濃度)20km
地表に届いた フロン等

有害な紫外線 ( )CFC

地表

オゾンは、塩素原子を触媒として分解する。

ＣＦＣ等は地表では分解されず、成層圏の紫外線で分解、塩素原子を放出する。

。塩素原子 つでオゾン分子約 万個を連鎖的に分解していくと考えられている1 10

※従来、南極圏でのオゾンホールが問題視されていたが、

北極圏でも、同様のオゾン層破壊が確認されている。( 発表)2011.10.03
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●オゾン層保護対策

＜国際的枠組み＞

1985：オゾン層の保護のためのウィーン条約

…国際的に協調してオゾン層保護対策を推進する。

1987：オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書

…一定種類のオゾン層破壊物質の生産量等を段階的に削減する。

＜国内法の整備＞

1988：特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)

：特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律2001
（フロン回収破壊法）

（３）地球温暖化

宇宙への熱放出 宇宙への熱放出
太陽からの光 太陽からの光

温室効果ガス 温室効果ガス

熱吸収 熱吸収

温室効果ガス：大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を

吸収することにより温室効果をもたらす気体の総称

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン(HFC等)、ＳＦ6など

温室効果ガスの排出 温室効果ガスの吸収阻害

・燃焼排気ガスの放出 ・森林破壊

・廃棄物の腐敗 ・海洋汚染

・洗浄剤の未処理廃棄 ・砂漠化 など

など

●地球温暖化対策

＜国際的枠組み＞

1992：気候変動枠組条約

1997：第３回締約国会議(COP3)…「京都議定書」採択

具体的な温室効果ガスの削減目標を定める

1998：第４回締約国会議(COP4)…「ブエノスアイレス行動計画」採択

京都議定書の早期発効を目指す

2002：第８回締約国会議(COP8)…「デリー宣言」採択

京都議定書の未批准国に、批准を強く求める

＜国内法の整備＞

1998：地球温暖化対策の推進に関する法律
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（４）海洋汚染

陸からの汚染 空からの汚染 船舶等からの汚染

（排水流入、 （大気汚染物質 （ゴミ、排ガス

廃棄物投下など） の降下など） バラスト水など）

●海洋汚染対策 その他

＜国際的枠組み＞

1972：ロンドン海洋投棄条約…一定の廃棄物等の海洋投棄禁止

1973：マルポール条約…船舶からの有害物質排出に関する規制

1990：ＯＰＲＣ条約…原油流出事故等への対応

1996：ロンドン条約議定書…海洋投棄の原則禁止

1997：マルポール条約付属書Ⅵ…船舶からの大気汚染防止（SOx、NOxなど）

＜国内法の整備＞

1970：海洋汚染等防止法

（５）砂漠化

土壌荒廃 無理な耕作等により、土壌の有機物が消耗され、保水力を喪失する

緑地 土壌流出 洪水等により、耕作可能な土壌が流出する

砂漠 砂 流 入 隣接する砂漠からの飛砂などに表土が覆われる

塩 性 化 塩分濃度の高い地下水が地表に至り、水分が蒸発して地表に塩類が残る

●砂漠化対策

＜国際的枠組み＞

1994：砂漠化対処条約

（６）有害化学物質

＜化学物質管理の国際的枠組み＞

1998：ロッテルダム条約…有害化学物質の貿易における事前同意手続き

2001：残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（ 条約）POPs
…指定物質の製造・使用・輸出入の禁止または制限をする条約

＜国内法の整備＞

1973：化学物質の審査及び製造等規制法（化審法）

1999：特定化学物質排出把握管理促進法（化管法、PRTR法）

1999：ダイオキシン類対策特別措置法

2002：シックハウス法(建築基準法改正)
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３ 環境問題への国際的な取り組み

（１）主な条約、宣言など

1972 ○「国連人間環境会議（ストックホルム会議 」開催）

「国連環境計画（ＵＮＥＰ 」設立）

○ローマクラブ「成長の限界」発表

1975 ○「ラムサール条約」発効

○「世界遺産条約」発効

○「ワシントン条約」発効

1985 ○「オゾン層保護のためのウィーン条約」発効

1987 ○「環境と開発に関する世界委員会(ＷＣＥＤ)」報告書発表

○「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択

1988 ○「気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ)」設立

1992 ○「地球サミット」開催
「環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言」採択
「気候変動枠組条約」採択
「生物多様性条約」採択
「森林原則声明」採択
「持続可能な開発のための人類の行動計画アジェンダ２１」採択

○有害廃棄物の国境を越える移動および処分の規制に関する
「バーゼル条約」発効

1993 ○「環境基本法」制定（※日本国内）

1996 ○環境マネジメントシステムの国際規格「 」発行ISO14001

1997 ○「地球温暖化防止京都会議」開催
温室効果ガス削減に関する「京都議定書」採択

2002 ○「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ･ｻﾐｯﾄ)」開催

2005 ○「京都議定書」発効

2006 ○「ｸﾘｰﾝ開発と気候に関するｱｼﾞｱ太平洋ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ｣第1回閣僚会議開催

（ ）2007 ○ＩＰＣＣ第４次報告 地球温暖化は人間のCO2排出に起因すると明言

○Ｇ８サミット（ポスト京都会議の議論、生物多様性確保の必要性）

2009 ○「地球温暖化防止コペンハーゲン会議」開催
各国首脳級の会談による「コペンハーゲン合意」採択

2010 ○「国際生物多様性年」
「生物多様性条約の第10回締約国会議（COP10 」開催）
「名古屋議定書 「愛知ターゲット」採択」

NGO（２）国際協力と

地球環境問題の非経済性・非国家性 ※環境保護は私権？公益？

非営利・非政府組織の活動の有効性 国際議題化 リオサミットなど

ＮＧＯによる草の根活動、調査研究 政策提言等 各国の環境政策実行

※日本は、ＮＧＯへの認識が低い。
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第４章 動植物と生態系の保護
（１）地球上から消えつつある動植物

●野生生物種の減少の現状

両生類：30％

絶滅のおそれのある種 哺乳類：21％

17,291種(36%) 鳥 類：12％

評価対象：47,677種

確認済：175万種

推計：3000万種～1億1100万種

●種の絶滅速度の推計

推計１） マイヤースの推計N.

時代区分 種数／年

恐竜時代 0.001

1600～1900年 0.25

1900年 1

1975年 1,000

1975～2000年 40,000

推計２）熱帯林の減少により今後25年間に4～8%の生物種が絶滅する
※熱帯雨林は陸地の面積の7%程度を占めるにすぎないにもかかわらず、
未知の種を含め半数以上の種が存在すると考えられている。

（２）生物多様性とその危機

開 発 汚 染 気候変動 COP10名古屋ﾛｺﾞﾏｰｸ

過度の採取 生息地の改変 外来種の侵入

種の多様性
生物多様性の危機 種内の多様性

生態系の多様性

（３）生物多様性保護に向けた取り組み

＜国際的な取組み＞

1975：絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ﾜｼﾝﾄﾝ条約)

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ﾗﾑｻｰﾙ条約）

1992：生物の多様性に関する条約

＜国内での取組み＞

1992：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

1995：生物多様性国家戦略

その他法律の改正：鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、自然公園法

自然環境保全法 など
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第５章 地球温暖化とエネルギー問題
（１）地球温暖化のメカニズム

経済活動・自然破壊

温室効果ガスの排出 温室効果ガスの吸収阻害

温室効果ガスの蓄積

気温の上昇 海水温度の上昇

異常気象増加 降水量の変化 海水面の上昇 海洋循環変化

自然災害増加､乾燥化･塩害等による耕地喪失､国土水没､食糧採取減少など

山火事･泥炭の燃焼、凍土融解､水中ガス放出 森林､植物性ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ減少

（２）エネルギー問題と地球温暖化

●化石燃料と地球温暖化

ＣＯ吸収2

化石燃料 森林･ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ（光合成） 原始大気

ＣＯ放出2

採 掘 燃焼等（エネルギー化） 現在大気 ＣＯ増加2

※枯渇性エネルギー

●バイオマス燃料

※再生可能エネルギー

ＣＯ吸収2

（ ）収穫・精製 植林･耕作 光合成

2現在大気 ＣＯ

ＣＯ放出 総量不変2

バイオマス燃料 燃焼等（ｴﾈﾙｷﾞｰ化）

●原発と地球温暖化

原発建設 廃炉・撤去
原発運転

核燃料採取・精製 使用済核燃料処理

ＣＯ発生 本体からのＣＯ発生なし ＣＯ発生2 2 2

●クリーンエネルギーとその問題点

上記のように、エネルギー発生自体が温暖化ガスを放出しなくても、施設等の

ライフサイクル全体を考慮して、化石燃料の消費を減らすものか判断すべき。
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（３）温暖化防止への取り組み

●温室効果ガス削減目標

●技術的な抑制策

温室効果ガスの排出抑制 温室効果ガスの吸収促進

発電効率 ｸﾘｰﾝ 省エネ 炭素貯留 植林 人工
等の改善 ｴﾈﾙｷﾞｰ ・省資源 ・固定 ・耕作 光合成

●排出枠取引とその仕組み

現状排出量 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● １０

目標排出量 ９（削減目標：１）

排出枠割振り

● ●

● ● 削減目標達成

● ●

３ ３

実 ＜特徴＞

際 排 ・排出枠を守れば、目標達成

の ● 出 ● となり、炭素税などに比べ

排 ● 販 枠 ● 確実に目標達成ができる。

３ 出 ２ 売 ・費用対効果の高いところ

● ● から削減されていくので、

● ● 一律目標方式などに比べ、

● ● 効率的な目標達成が可能。

● ●

３ ４
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第６章 廃棄物処理と循環型社会

（１）マス社会と環境負荷

大量生産 大量流通 大量消費

大量採取 大量廃棄

↓ ↓

資源枯渇 環境汚染

（２）静脈流通と循環型社会

生 産 流 通 消 費

（発生抑制）再資源化 分 別 回 収

リデュース

プロダクトリサイクル（再利用） リユース ３Ｒ

マテリアルリサイクル（再生利用） リサイクル

サーマルリサイクル（燃料化・熱回収）

（３）リサイクル関連法

循環型社会形成推進基本法 廃棄物対策とリサイクルを総合的・計画的に推進する

廃棄物処理やリサイクルの取り組みの優先順位を法律で定めた。

①発生抑制、②再使用、③再生利用、④最終処分

廃棄物処理やリサイクルの責任者を明確にした。

・排出者責任：捨てようとする者が、捨てようとする物に責任をもつ

・拡大生産者責任：物を作る者は、その物のﾘｻｲｸﾙや処分についてまで

責任を持つ
基本計画策定から実行までの枠組みを定めた。

容器包装リサイクル法（1995年６月公布）

建築リサイクル法 （2000年５月制定）

個別のリサイクル法 家電リサイクル法 （2001年４月施行）

食品リサイクル法 （2001年６月施行）

自動車リサイクル法 （2002年７月制定）

廃棄物処理法
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（４）身近なリサイクル法

● ：商品の容器包装に関するリサイクルを促進する容器包装リサイクル法

（容器包装に関わる分別収集および再商品化の促進などに関する法）

容器の製造者等 ガラス瓶 ＰＥＴボトル

容器の利用者 再商品化義務

包装の利用者

紙 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品

＜再商品化の枠組み＞

自主 特定容器製造等事業者

再商品 特定容器利用事業者 自主回収ﾙｰﾄ 販売店 回収

化 特定包装利用事業者

委託 独自ルート 消費者

再商品化
費用

事業者 市町村 分別

回収

委託 指定法人 指定法人ﾙｰﾄ

＜役割分担＞

・消費者……分別排出

・市町村……分別収集

・事業者……再商品化（リサイクル）
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● （特定家庭用機器再商品化法）家電リサイクル法

家電ﾒｰｶｰ 自治体 回収の義務付け 冷蔵庫 テレビ

販売者 消費者 廃棄費用の負担 エアコン 洗濯機

＜小売業者の義務＞

・引取義務：自らが過去に販売したもの

販売に際し同種品の引取を求められたもの

・引渡義務：製造等をした製造業者等への引渡（明らかでない場合は指定法人）

（リサイクルショップに回してもよい）

・管理表（家電リサイクル券）の交付と保存

・その他（料金の公表、部品交換修理など）

＜製造業者等（製造業者・輸入業者）の義務＞

・引取義務：自らが過去に製造したもの又は輸入したもの

・再商品化等実施義務

・管理表（家電リサイクル券）の回付、帳簿の作成と保存

・その他（名称の表示、引取場所の公表、料金の公表、部品交換修理など）

＜排出者（消費者・事業者）の義務＞

・引渡義務

・請求された場合の代金支払い

＜指定法人の役割＞

・再商品化：製造業者等が不明なものについて

・引取および引渡：過疎地等の市町村または住民から製造業者等への中継ぎ

・管理業（家電リサイクル券）の交付・回付等

・調査、普及及び啓発

・その他（引取場所の公表、料金の公表など）

食品リサイクル法●

食品関連事業者 食品廃棄物

製造・加工 発生の抑制や減量、 調理くず

卸・小売・飲食業 再利用などを促す。 食べ残し

＜登録再生利用事業者制度＞

食品関連事業者の委託等を受けて、再生利用事業を確実に

実施できるものを、優良なリサイクル業者として登録する。 廃棄物処理法

＜再生利用事業計画の認証制度＞ →肥料取締法

食品廃棄物の排出者、再生事業の実施者、再生物の利用者が 飼料安全法

再生利用の実施について作成した計画を主務大臣が認定する。 の特例
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第７章 環境紛争と環境法
（１）環境権と環境紛争

＜国連人間環境宣言〔環境に関する権利と義務〕より＞

人は、尊厳と福祉を保つに足る環境で、 現在及び将来の世代のため

自由、平等及び十分な生活水準を享受する 環境を保護し改善する厳粛な

基本的権利を有するとともに、 責任を負う。

環境紛争
裁判では、 環 境 権 幸福追求権（憲13条） 学説(通説)
未だ認められ
てはいない。

生 存 権（憲25条） 政府見解？
環境を破壊から守り、
良い環境を享受しうる権利

環境を健全で恵み豊かなもの
として維持することが

受忍限度論 人間の健康で文化的な生活に
欠くことのできないものであること

環境訴訟の形式 民事訴訟 ＜環境基本法３条より＞
行政訴状

（２）環境影響評価法と環境アセスメント

＜環境アセスメント（環境影響評価）とは＞

主に大規模な開発事業等において、

環境への影響を事前に調査・予測・評価する手続

●環境影響評価法による環境アセスメントの手続き

前提 事業計画の立案 第２種事業 より早い段階（事業計画以前の
事業策定、調査段階）で行う

大規模 戦略的環境アセスメントも注目
事業概要の届出 されている。

第 種事業1

アセスの要否 アセス不要
否

要
知事・市町村長

アセス方法の検討・決定 ・住民等の意見

アセス実施（調査・予測・評価）

準備書の作成
↓ 知事･市町村長･住民等の意見

評価書の作成
↓

評価書の修正
↓

評価書の公表

事後調査
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（３）環境法の基本原則

持続可能な発展の原則

未然防止の原則 予防の原則 …環境悪化が科学的に不確実であっても
防止対策が必要である。

原因者負担の原則 汚染者負担の原則 …汚染対策費用は､汚染者が負担する｡

拡大生産者責任 …生産者は､製品の廃棄や
ﾘｻｲｸﾙにも責任を負う｡

（４）環境法の体系と環境基本法

●環境法の体系 廃棄物処理法
循環型社会形成促進基本法 資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法など
環 種の保存法
境 生物多様性基本法 鳥獣保護法

憲法 基 外来生物法
本 省エネ法
法 エネルギー政策基本法 新エネ法

大気汚染防止法
水質汚濁防止法

●環境基本法

公害対策基本法（1972年８月） 国内の環境問題（公害な

↓ ど）に対応した時代

（1993年11月制定）環境基本法

わが国の環境保全に関する基本理念と

その政策の枠組みを定めるもの。 地球規模の広範囲な視点

に立ち､環境保全へ向けて

国や自治体､企業､消費者

（環境政策の基本的方向を示す）の目標 が、地球市民として環境基本計画

できうる限りの努力を

循環 共生 参加 しなければならない時代

を実現する社会の構築

国際的取組み

①大気環境の保全 私たち地球市民の

②水環境の保全 一人一人が、

③土壌環境・地盤環境の保全 環境意識を明確にし、

④廃棄物・リサイクル対策 環境活動などを積極的に

⑤化学物質の環境リスク対策 推進していかなければ

⑥技術開発に関した環境配慮及び新たな課題 など ならない。
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第８章 企業の社会的責任としての環境対応

（１）環境マネジメントと シリーズISO14000

｢環境リスク｣ 全社的な観点

の考え方

環境規格 環境に配慮した

ビジネス活動ISO14000s

＜環境 （ シリーズ）とは＞ISO ISO-14000
環境管理・監査の国際規格……環境に配慮した企業活動の指針

・事業活動に伴う環境への負荷の把握
・環境に関する経営方針・目標の掲示 の発行（毎年）環境報告書
・実施にあたる組織の責任体制の明確化

● シリーズの体系（規格ロードマップ）ISO-14000

評価と監査のツール 管理システム( ) 製品指向の支援ツールEMS

環境パフォーマンス評価 ISO14001 ﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝﾄ (LCA)
：原則及び枠組み（EPE） 環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 14040

：環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ評価 仕様及び利用の ：ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ分析(一般)14031 14041
指針 手引き ：ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ分析(特定)14049

：評価事例集 ：データフォーマット14032 14048
：影響評価事例集14042
：影響評価(技術解説)14047
：解釈環境監査（EA) 14043

環境監査の指針

ISO1400414010：一般原則
環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ 環境ラベル（EL)14011：監査手順

：監査員の資格基準 原則、 ：一般原則14012 14020
システム及び ：自己宣言による環境14021

：用地及び組織の 支援技法の 主張（タイプⅡ）14015
環境アセスメント 一般原則 ：第三者認証による14024

原則と実施方法
：品質及び環境監査 （タイプⅠ）19011

の指針 ：環境情報表示14061 14025
森林ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ （タイプⅢ）

14050 用語と定義

ISO Guide 64 製品規格の環境側面他の規格の起草者
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● ：規格の構成と要求事項の概要ISO-14001

環境保全の実績積み上げ

汚染予防（自主活動）

法規制遵守

継続的改善

経営層による見直し

点検及び是正措置
環境方針

計 画 実施及び運用

序文0.
適用範囲1.
引用規格2.
定義3.
環境マネジメントシステム要求事項4.
一般要求事項：環境マネジメントシステムの確立と維持4.1

：最高経営層が作成し、文書化して公表4.2 環境方針
計画4.3
環境側面：著しい環境側面を特定する手順の確立4.3.1
法的、及びその他の要求事項：法的要求事項を特定し、参照できる4.3.2

手順の確立
環境目的及び目標：各職務ごとに設定し、文書化4.3.3
環境マネジメントプログラム：環境目的及び目標を達成するための4.3.4

プログラムを策定
実施及び運用4.4
体制及び責任：環境マネジメントシステムの管理責任者を決め、4.4.1

各職務ごとに役割、責任、権限を文書化
訓練、自覚及び能力：環境教育、訓練の手順の確立4.4.2
コミュニケーション：社内外のコミュニケーション手段の確立、4.4.3

文書化、記録
環境マネジメント文書：環境マネジメントシステムの核となる要素と4.4.4

その相互関係および関連文書の所在の文書化
文書管理：文書管理（作成、改訂、維持）に関する手順の確立4.4.5
運営管理：著しい環境側面に関する運用や活動についての文書化、4.4.6

関連会社に関する手順の確立と伝達
緊急事態への準備及び対応：事故及び緊急事態による環境影響を予防、4.4.7

軽減する手段の確立
点検及び是正措置4.5
監視及び測定：著しい環境側面に関する監視と測定及び遵法性評価手順4.5.1

の文書化、パフォーマンス等の記録
不適合並びに是正及び予防措置：不適合の調査、軽減・是正・予防措置4.5.2

に関する責任・権限を決める手順及び
文書化

記録：環境記録を管理する手順の確立4.5.3
監査プログラム及び監査手順の確立、監査結果の記録4.5.4

：環境マネジメントシステムの見直しとその文書化及び4.6 経営層による見直し
見直し結果の記録
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（２）環境会計

＜環境会計とは＞

企業の環境対策費用やその効果を把握するための手法。

環境省 環境対策への取り組みの公表
「環境会計ガイドライン」

環境保全活動の効率的な展開
●環境会計の例（東芝：2010年度）

＜環境保全コスト＞ 単位：百万円

分 類 内 容 投資額 費用額

（ ） （ ）事業場内コスト 環境負荷の低減 6,868 494 23,296 △1,475

上・下流コスト ｸﾞﾘｰﾝ調達､ﾘｻｲｸﾙなど 1,736 1,103 2,909 （404）（ ）

管理活動コスト 環境教育、EMS維持、 436 135 5,590 △1,894)（ ） （
工場緑化など

研究開発コスト 環境調和型製品開発など 333 △322 17,286 △1,349)（ ） （

社会活動コスト 地域環境支援、寄付など 18 △1 112 （△77）（ ）

環境損傷対応ｺｽﾄ 土壌汚染修復など 763 763 6,043 （5,309）（ ）

合計 10,154 2,172 55,236 （918）（ ）

投資額の総額 2,310億円 研究開発費の総額 3,197億円

( ）内は、前年度比増減

＜環境保全効果＞ 単位：百万円

分 類 内 容 効果額

(A)実質効果 電気料金や水道料金などの削減で
直接金額表示できるもの 9,534 （△ 5,914）

(B)みなし効果 環境負荷の削減量を △122,854 （△157,304）
金額換算したもの 31,069 （△ 3,381）

(C)顧客効果 使用段階での環境負荷低減効果を
金額換算したもの 54,519 （14,632）

(D)ﾘｽｸ回避効果 投資前の環境リスク減少額を算出
したもの（環境設備投資の効果） 891 （△ 1,134）

合計 △ 58,090 （△149,900）*
96,013 （4,203）

( ）内は、前年度比増減

*（Ａ）実質効果 （Ｂ）みなし効果

項目 環境負荷 金額効果 項 目 環境負荷低減量 金額効果
低減量 (百万円) (百万円)

ｴﾈﾙｷﾞｰ 297,660 GJ 2,979 化学物質など △1,853（t) △122,854（ ）
排出削減効果 556（t) 31,069

廃棄物 △19,576 t 6,349（ ）
（Ｃ）顧客効果

用水 446 千m 205（ ）3

項 目 環境負荷低減量 金額効果
合計 9,534 (百万円)

・環境負荷低減量は、 使用段階での 7,258,716 54,519
（ ）2010年度と2009年度の差分 環境負荷低減 t-CO2

・２段の数字は、上段がｸﾞﾙｰﾌﾟ全体 効果
下段はｼｸﾞﾏﾊﾟﾜｰ有明&土浦を除く分
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（３）環境報告書（ＣＳＲ報告書の一種またはＣＳＲ報告書の一部）

＜環境報告書とは＞

事業者（企業、団体、学校等）が、自らの
事業活動によって生じる環境負荷や、環境に対する 環境配慮促進法
考え方、取り組み等を社会に対して定期的に公表する （2004年）

もの

地域の人々に、自分たちの環境負荷低減の努力について知ってもらう

顧客や取引先に、環境対策のための負担について理解・協力をお願いする

自社の従業員や学生の意識を高める

●環境報告書の項目例（石油天然ガス・金属鉱物資源機構：環境報告書の目次）

＜この環境報告書の特徴＞

・温室効果ガス排出削減目標を掲げている

・環境マネジメントシステム認証を取得

・第三者審査など信頼性向上の措置あり
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まとめにかえて

「瑠璃色の地球」

夜明けの来ない夜は無いさ

あなたがポツリ言う

燈台の立つ岬で 暗い海を見ていた

悩んだ日もある 哀しみに

くじけそうな時も

あなたがそこにいたから

生きて来られた

朝陽が水平線から 光の矢を放ち

二人を包んでゆくの

瑠璃色の地球

泣き顔が微笑みに変わる

瞬間の涙を 世界中の人たちに

そっとわけてあげたい

争って傷つけあったり 人は弱いものね

だけど愛する力も きっとあるはず

ガラスの海の向こうには

広がりゆく銀河

地球という名の船の 誰もが旅人

ひとつしかない

私たちの星を守りたい

朝陽が水平線から 光の矢を放ち

二人を包んでゆくの

瑠璃色の地球

作詞：松本 隆 作曲：平井夏美 歌：松田聖子 合唱曲への編曲：源田俊一郎


